
 ～ であい ふれあい そして未来へ ～ 

学校見学会のご案内 
日時：平成23年１１月１３日（日）８：３０～１５：３０ 
○当日の午後３時１５分より、希望者を対象に校長室で小規模特認校制度
の説明と懇談を行います。 

白川小学校は・・・・ 
 
  昭和２９年に建てられた木造
平屋２棟の校舎です。平成２１
年８月７日に国登録有形文化財
に登録されました。現在も児童
が学校生活を送る校舎としては、
全国的にも数少ないものです。 
 温かい雰囲気の木造校舎で学
んでみませんか？ 

白川小学校で いっしょに 
    学んでみませんか？ 

小規模特認校の白川小学校は、通学区域外からの    
入学・転学が認められています。 



白川小学校だからこそ できることがあります。 

全 校 活 動 
 尐人数だからこそ、全校で活動する体験学習にたくさん取り組めます。 

①１年生からの体験だから、卒業までに何回も体験できます。 

②いろいろな人との出会い・ふれあいで、人とつながる力がつきます。 

③上級生が下級生のめんどうを、よくみてくれるようになります。 

      こんな教師を めざします 

○一人ひとりの子どもの持つよさを見つけ、認め、引き出すことができる教師 
○保護者や地域との連携を大切にする教師 

 １学期 緑が美しい校舎でのスタートです。 
 地域の方々や保護者の方々のご協力をいただ
き、豊かな体験をします。１年生から始め、６年間
経験することにより、単なる体験から実りのある体
験になります。尐人数の教室では、子どもが主体
の授業をしています。一人ひとりの学習の進み具
合を把握しながら、全員の学力向上を図ります。 

8月 三重大生とのキャンプ 
 （４年生以上） 

こんな学校を めざします 
○一人ひとりの子どもが輝く学校 

こんな子どもを めざします 

  ○思いやりのある子 
 ○自分を発揮できる子 
 ○自分の思いを追い求める子 

５月 お茶つみ 

4月 お花見給食 ４月 全校遠足 ５月 田植え 

５月 三重大生との親子活動 ６月 ジャガイモほり 



各学年の学習の取り組み 
 １，２年生テーマ『みんなで蚕を育てよう』  亀山製絲の方の指導で蚕

の飼育・観察を行い、蚕の繭で作品作りをしています。 

 ３，４年生テーマ『みんなでつくろう白川そば』  地域の方の協力をい

ただき育てています。種まき、観察、収穫後には地域の高齢者の方に白

川そばをふるまいます。 

 ５，６年生テーマ『福祉体験・勤労体験』  小規模作業所「つくしの家」

での作業体験、特別養護老人ホームでの介護体験、保育園での保育体

験を行い、いろいろな人との出会いを大切にしています。 

 英語活動は、毎週木曜日に行っています。尐人数だから会話をする機

会が増えます。また、教科の授業には積極的にコンピュータを活用して

います。低学年から行い、調べ学習や調べたことのまとめなどに活かし

ています。 

 みんなの前で発表する場面を多く取り入れています。発表回数を重ね

 収穫の２学期です。稲刈り、さ
つまいもほり、そばの刈り取りを
体験します。また つくしの家（小
規模作業所）の人たちや地域の
方々、学校を訪れる方との「であ
い」「ふれあい」があります。 

 ３学期にもたくさんの
行事があります。地域
をあげての餅つき大
会。バイキング給食で
は、一年間お世話に
なった方々を招待して
交流します。四校交流
（昼生小、神辺小、亀
山南小、白川小）は学
期に１回実施します。 

１，２年 蚕の飼育 ３，４年 ソバの観察 

１０月 敬老会発表 

１０月 サツマイモほり １２月 商店街集会 

１月 もちつき大会 ２月 保育体験 ２月 四校交流 

９月 稲刈り ９月 つくしの家交流会 

５，６年 介護体験 



     小規模特認校制度とはどんな制度なの？ 

  亀山市内に住所がある方、または将来住所を移す予定のある方で、恵まれた自然環境の中で
尐人数教育を希望される児童や保護者が、正規の学校区から特別に白川小学校への入学ない
し転学を認めるという制度です。平成１４年９月から募集を始めて、今年度は９家庭１３名の児童
（平成２３年１０月現在）がこの制度を利用して通学しています。 

こんな条件があります。＜主なものとして＞ 
◎保護者の負担で、公共交通機関または、自家用車での送り迎えをしていただきます。  
◎入学・転学から卒業まで白川小学校で学んでいただくことを、地域や学校は望んでいます。 
◎希望される児童や保護者の方は、白川小学校長の面接を受けていただきます。   
（特認校制度を希望される理由や白川小学校への通学が可能かなどのお話を聞かせていただきます。） 

 
 

問い合わせ先 
   亀山市教育委員会学校教育室     

     TEL ０５９５－８４－５０７５ 

   亀山市立白川小学校         

     TEL ０５９５－８２－３００７ 

     亀山市立白川小学校 
          〒５１９－０１６９ 

         亀山市白木町２７３９番地 

 http://www.kameyama-mie.jp/~sirakawa/ 

 E-mail:sirakawa@kameyama-mie.jp 

特認校制度活用の保護者のアドバイス 
●先生、地域、親、子のつながりが強く「温かい」と感じるも
のがあります。 

●尐人数だからこそ体験できることがたくさんあります。 

●農作業をやったり廃品回収で働くことや協力することを

覚えたりなどたくさんのことを体験させてもらえる環境は、こ

れからの生きる力につながると思います。 
●学年の枠を越えた人間関係を築くことができます。 

●子どもはもちろん、親が地域の方々の中に入っていける

かとても心配しましたが、みなさんが配慮してくださるので

心配することはありませんでした。 
●ぜひ学校のようすを見てください。子どもがみんな自然
体できれいな目をしています。すてきな声のあいさつがあり
ます。親子で楽しいことが待っています。 
●子どもが「行きたい」という気持ちがあるのなら、是非お
すすめします。 

●子どもが「明日学校やと思うとワクワクする。」と言ってい

ます。 
●親の大きな迷いと決断は間違っていなかったと、子ども
を見ていて思います。 
●近所の子と遊んでいると、自分の子どもはのびのびして
いると思います。“もまれながら育つ”より  のびのび純粋に
育ってほしくて入った学校なので良かったと感じています。 
●送り迎えは大変ですが、朝夕の車の中で一日の学校の
様子を話してくれます。その日の子どものことがわかりやす


